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第１章 計画策定にあたって 
 

１ 策定趣旨 

 

下諏訪町では、障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）に

基づき、これまで障がいのある人を対象とした採用選考の実施や、働きやすい職場環境の整備な

ど、障がい者雇用に取り組んできました。 

障がい者雇用を進める上では、障がい者の活躍の推進が必要です。障がい者の活躍とは、「障

がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できること」であり、全ての障がいのある職員が活躍

できるよう、取り組んでいくことが重要です。 

令和元年６月に障害者雇用促進法の改正により、国及び地方公共団体が率先して障がい者を雇

用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が定める障害者活躍推進計画指針に即して、「障

害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画（以下「障害者活躍推

進計画」という。）」を作成することとされました。 

これらを踏まえ、障がい者の活躍の場の拡大のための取組を不断に実施する等、障がい当事者

の視点に立つとともに、「第４期下諏訪町障がい者計画」に掲げる「誰もが自分らしく、いきい

きと、支え合うまち 下諏訪」の基本理念を踏まえ、このたび、「下諏訪町障がい者活躍推進計

画」を策定しました。 

本計画のもと、障がいのある職員を含む全ての職員が働きやすい職場づくりに向けて、取り組

んでまいります。 

 

 

２ 策定主体 

 

○ 下諏訪町長が策定します。 

○ なお、教育委員会については、別に計画を策定することとしますが、互いに連携して対応して

いきます。 
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３ 計画期間 

○ 令和７年度から令和１１年度までの５年間を計画期間とします。 

○ なお、計画期間内においても、毎年度、取組状況等を把握・検証し、必要に応じて計画の見

直しを行います。 

 

 

４ 周知公表 

 

○ 策定又は見直しを行った計画は、イントラネットへの掲載等により、全ての職員に対して周知

するとともに、町のホームページに掲載するなど、適切な方法で公表します。 

○ また、数値目標の達成状況及び計画に掲げる取組の実施状況等についても、毎年度、周知・公

表します。 
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第２章 障がい者雇用等の目標 
 

１ 障がい者雇用率 

（１）現状 

○ 障害者雇用促進法では、地方公共団体の責務として、自ら率先して障がい者を雇用するよう

に努めなければならないとされ、障がい者の雇用の場の確保に向けて、民間企業等よりも高い

法定雇用率が設定されています。 

○ 町と教育委員会で合算1 した令和６年６月１日現在の実雇用率は２．９５％となっており、

法定雇用率２．８％を達成している状況です。 

 

〔令和６年６月１日現在の雇用率（町、教育委員会合算）〕2 

法定雇用率 
法定雇用障がい者数の 

算定基礎となる職員数 
障がい者数 実雇用率 

２．８％ ３３９人 １０人 ２．９５％ 

 

（２）目標 

○ 法定雇用率は、国及び地方公共団体においては、令和６年４月１日より２．８％に引上げら

れており、令和６年６月現在は法定雇用率を達成しているものの、令和８年７月１日よりさら

に０．２％引上げられ、３．０％になる予定であること、令和１０年に法定雇用率の見直しが

検討されていることを踏まえ、実雇用率の目標を次のとおり設定します。 

【下諏訪町と下諏訪町教育委員会で合算して、各年度当該年６月１日時点の法定雇用率以上】 

 

○ 上記、雇用率目標の達成状況については、毎年の任免状況通報により把握・進捗管理をし、

評価します。 

 

 

２ 職場定着 

 

○ 障がい者の活躍を推進していくためには、障がいのある職員が安心して働ける環境づくり等

を通じて、職場定着を図っていくことが重要です。令和６年６月１日現在の障がいのある職員

の職場定着の状況は、次のとおりとなっています。 

 

 
1 障害者雇用促進法第 42条の特例認定を受けているため、数値は町と教育委員会を合算し算出 

2 労働省告示等に基づき算定 
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〔職場定着の状況（町、教育委員会）〕 

・平均勤続年数（令和６年６月１日現在） 

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 

２０年４月 ２年１１月 ２年４月 

 

 

〔（参考）民間企業における状況〕3 

・平均勤続年数（令和５年６月１日現在） 

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 

１２年２月 ９年１月 ５年３月 

 

 

○ 定着に関する目標については、定量的な数値設定が困難なことから、次のとおり設定します。 

【障がい者の不本意な離職を生じさせないこと】 

 

○ 上記、定着状況の目標については、毎年の任免状況通報のタイミングで、人事記録を元に、

把握・進捗管理をし、評価します。 

 

 
3 「令和 5年度障害者雇用実態調査」（令和 6年 3月 27日 厚生労働省） 
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基本的な考え方 

取組内容 

第３章 障がい者の活躍推進に向けた取組 
 

１ 推進体制の整備 

 

○ 障がい者の活躍推進に向けた取組を持続的・継続的に進めていくために、推進体制を整備し、

計画策定から取組の推進・見直しについて、ＰＤＣＡサイクルを確立します。 

○ また、障がいのある職員や職場の管理監督者等が相談できる体制を整えるとともに、全ての

職員の障がい理解を深めてまいります。 

 

 

（１）「障害者雇用推進者」の選任 

総務課長を「障害者雇用推進者」として選任 

・障害者雇用推進者の業務は、次のような事項 

① 障がい者雇用の促進及び継続を図るための、施設又は設備の設置・整備等 

② 厚生労働大臣に対する対象障がい者である職員の任免に関する状況の通報及び公表 

③ 障がい者を免職する場合における公共職業安定所長への届出 など 

 

（２）アンケート等の実施 

計画の策定、見直し及び検証にあたり、障がい者の活躍推進に向けた取組等について、障が

いのある職員に対するアンケートを実施し、意見を取組へ反映します。 

 

（３）「障がい者職業生活相談員」の配置 

「障がい者職業生活相談員」を配置します。相談員は、障がい理解を深め、障がいのある職

員を適切に支援するため、障がい者が従事する職務の内容に関すること、作業環境の整備に関

すること、障がい者の職場生活に関することなどの相談、日常的指導を行います。 

 

（４）庁内相談窓口の設置 

障がいのある職員本人や、職場で支援にあたる管理監督者等が相談できる窓口を総務課職員

係に設置します。 

 

（５）職員向け研修の実施 

全職員に対する意識啓発として、障がい者への対応や理解を深めるための研修を実施します。 
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基本的な考え方 

取組内容 

基本的な考え方 

取組内容 

２ 職務の選定・マッチング等 

 

○ 行政事務職員については、業務内容が多岐にわたることから、障がいのある職員の活躍を推

進していくために、職員一人ひとりの障がい特性や能力、希望等を十分に把握し、総合的に検

討して業務との適切なマッチングを図っていきます。 

 

 

（１）アンケート等を活用した職務の選定及び創出 

現に勤務する障がい者や今後採用する障がい者の能力や希望を踏まえ、職務整理表や組織内

アンケート等を活用した職務の選定及び創出について検討を行います。 

 

（２）面談等の実施 

新規採用又は部署異動その他定期的に面談を行い、障がい者と業務の適切なマッチングがで

きているのかの点検を行い、必要に応じて検討を行います。 

 

 

３ 職場環境の整備 

 

○ 障がいのある職員が安心して働ける環境を整え、能力・意欲を最大限発揮していくために、

必要な施設の整備のほか、管理監督者による障がい特性等の把握を通じた合理的配慮の提供を

行います。 

 

 

（１）施設の整備 

多目的トイレ、スロープ、エレベータ、休憩室等、障がい特性に配慮した施設の整備を推進

します。 

 

（２）面談等を通じた合理的配慮の提供 

人事担当者や所属上司との面談等を通じて、必要な配慮等を把握し、継続的に必要な措置を講

じます。なお、措置を講じる場合にあたっては、障がい者からの要望を踏まえつつ、過度な負担

にならない範囲で適切に実施します。 
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基本的な考え方 

取組内容 

４ 職員の募集・採用・人事異動 

 

○ 職員の採用等を行うにあたっては、厚生労働省が示している「障害者差別禁止指針」及び「合

理的配慮指針」等を十分に踏まえて対応します。 

○ また、採用した後も、各種研修、人事異動を通じて、計画的にキャリア形成を図ってまいり

ます。 

 

 

（１）募集案内時の対応 

町のホームページに職員採用に関する募集案内を掲載する際には、ウェブアクセシビリティ

4の確保を図り、障がい者が必要な情報を得られるよう対応します。 

 

（２）障がい者職員の積極的採用 

一般職員の募集と併せて、軽易な業務に従事する職員の募集を行う等、障がい者特性に配慮

した選考方法や職務の選定を工夫し、知的障がい者、精神障がい者及び重度障がい者の積極的

採用に努めます。 

 

（３）障がい特性等を踏まえた人事異動 

上司による面談や人事担当者による声かけ等を通じて、障がい者一人ひとりの障がい特性や

能力、希望等を把握するとともに、特に業務内容が多岐にわたる行政職の人事異動にあたって

は、障がい特性を踏まえた配置など、必要な配慮を行います。 

 

 

５ その他 

 

○ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく障がい者

就労施設等への発注等を通じて、障がい者の活躍の場の拡大を推進します。 

○ また、障がい者就労施設等における民需拡大のため、当該施設等が生産・加工・制作した物

品販売の場の提供を行います。 

 

 
4 高齢者や障がい者を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用することができること 


